
平成２２年２月３日現在

商  品  名

ご利用いただ ・当金庫の会員となれる方
ける方 ①当金庫の営業地区に住所又は居所や事業所を有する個人の方

②当金庫の営業地区内において勤労に従事されている方又は地区内に事業所を有する者の
役員の方

上記条件のいずれかに該当される方であれば、当金庫に出資をしていただき会員にな
ることができます。なお、会員になっていただかなくても、ご融資させていただくこ
とが可能な場合もございます。

・お申込み時年齢が満２０歳以上６５歳以下の方、完済時７５歳未満
・現在のお勤め先に２年以上勤務されているか、又は同一場所で同一業種を２年以上営業され

ている方
・固定電話又は携帯電話を所有され連絡のとれる方
・２００万円以上の安定継続した収入のある方
　（パートタイマー・アルバイト収入のみの方はご利用いただけません｡）
・当庫にて融資取引がある場合、直近１年間に延滞のない方
・株式会社セディナの保証が得られる方

・ ご本人がお住まいになっているご本人又はご家族の持家か、又は同居のため親の持家を
リフォームするための資金

・ 快適プラン：
お使いみち 資金使途が見積書等で明確な下記のような資金

居宅の増改築・改装・補修並びに住宅設備機器購入資金など住宅に関する資金
・ ｅｃｏ快適プラン

太陽光熱発電設備設置工事、オール電化リフォーム工事、ガス発電、
省エネルギー住宅工事の増改築費用の５０％以上の工事とする。

必要書類 ・ ご本人確認資料
運転免許証（未取得の場合はパスポートか写真付住基カード)及び健康保険証
(健康保険証だけの場合は別途ご本人を確認する書類が必要となる場合もあります)

・ 資金使途確認資料
見積書、注文書、請求書、契約書等の写し
ｅｃｏ快適プランの場合、エコリフォームと認められる資料(パンフレット・チラシ等)

・ リフォームを施す居宅の土地・建物の不動産登記簿謄本
・ 地主の承諾書(対象物件が借地の場合)
・ 引渡通知書、融資金支払依頼書(融資実行までにご準備いただきます)
・ 住民票(対象物件が別居中の親の持家で、リフォーム後、同居する場合)
・ 所得証明資料
・ 給与所得者の方…源泉徴収票、又は公的所得証明書
・ 事業所得の方…確定申告書の写し(税務署の受付印のあるもの)、又は公的所得証明書
・ 法人役員の方…公的所得証明書

ご融資金額 ・１０万円以上５００万円以内（１万円単位）

ご融資期間 ・ ６か月以上１０年以下（６か月単位）
ただし、ｅｃｏ快適プランについては、１５年以下

次ページへつづく

新型リフォームローン(快適プラン・ｅｃｏ快適プラン)

リフォームローン

摂津水都信用金庫



ご融資利率 ・当金庫所定の利率を適用させていただきます。
・ご融資利率につきましては店頭か、フリーダイヤル（０１２０－５５－８７４０）

までお問い合わせください。
なお、ご融資利率は金融情勢などに応じて変更される場合がございます。

ご返済方法 ・毎月元利均等返済とし、ボーナス月増額返済の併用もご利用いただけます。ただし、ボーナ
   ス返済部分の元金はご融資金額の５０％以内とさせていただきます。
・ボーナス月増額返済は６か月ごとのご指定月にしていただきます(返済期間１年以上)
・ご返済日は毎月２日又は２２日のいずれかを選択していただきます。

保証人・担保 ・ 保証会社の判断で必要な場合があります。
・ ご自宅が家族所有の場合は、ご自宅所有者の方に保証人になっていただきます。
・ 担保は不要です。

保証料 ・保証料は金利に含まれます。

手数料等 ・手数料は必要ございません。

印紙代 ・金銭消費貸借契約証及び変動金利特約書には所定の印紙税が必要となります。
（単位：円）

その他 ・お申込みに際しましては、事前の審査をさせていただきます。結果によりましては、ご希望
に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・ご返済の試算など詳しくは当金庫の営業店窓口にお問い合わせください。またホームページ
でもご確認いただけます。

ご融資金額 ～１０万円 ～５０万円 ～１００万円

摂津水都信用金庫

～５００万円

印紙税 400 600 1,200 2,200


